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三条市農業委員会総会議事録

日 時 令和２年３月２７日 午後３時００分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ４号 事業計画変更申請について

議第 ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ７号 三条市農業委員会規則の一部改正について

議第 ８号 農業委員会事務局職員の配置替について

報告事項 報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

報第 ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ４号 作付変更届について

報第 ５号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ６号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

農業委員出席委員 １９名

１番 野 﨑 文 夫 委員 ２番 阿 部 眞佐雄 委員

３番 小 川 弘 樹 委員 ４番 渡 邊 勝 夫 委員

５番 田 邉 敦 子 委員 ６番 三 師 満 夫 委員

７番 五十嵐 秀 一 委員 ８番 小 林 茂 宏 委員

９番 坂 井 浩 行 委員 １０番 原 田 勝 委員

１１番 渡 邉 一 英 委員 １２番 廣 川 哲 也 委員

１３番 清 野 秀 作 委員 １４番 佐 藤 秀 樹 委員

１５番 佐 藤 一 富 委員 １６番 藤 田 吉 則 委員

１７番 熊 倉 睦 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 佐 藤 裕 雄 委員

農業委員欠席委員 なし



- 2 -

推進委員出席委員 １７名

飯 栄三千 委員 稲 田 守 委員

井 上 利 弥 委員 内 山 清 委員

内 山 敏 雄 委員 大 桃 伸 之 委員

刈 屋 一 夫 委員 澤 利 嗣 委員

蒲 澤 正 委員 北 澤 正 之 委員

捧 幸 伸 委員 長谷川 淨 二 委員

原 田 孝 一 委員 松 岡 博 一 委員

田 精 一 委員 吉 田 昇 委員

渡 邉 正 委員

推進委員欠席委員 １名

桒 原 一 郎 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 清 水 学

経営基盤係係長 早 川 実

経営基盤係主任 長谷川 義 隆

臨 時 職 員 渡 辺 真 那

午後３時００分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、これより３月の定例総会を開会いたしたいと思い

ます。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に出席状況をお知らせいたします。農業委員定員１９名のところ、現在員１９名、

出席１９名、欠席０名で会議は成立いたします。

なお、議事録署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。６番、

三師満夫委員、１４番、佐藤秀樹委員を指名いたしますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

議事に入る前に、皆さんにお諮りしたいと思います。私を含め、議第１号及び議第２

号に議事参与の制限に該当する方がいらっしゃいますが、三条市農業委員会会議規則第

１４条ただし書に基づき、皆様のご同意を得てから議事を進めてまいりたいと思います

が、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）
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それでは、ご同意を頂けましたので、そのように進めさせていただきます。

早速議事に入りたいと思います。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明いたします。

１ページをご覧願います。今月の申請は、３件で、合計面積１万４，２０８㎡であり

ます。

なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会で、あっせん委員より報告

をいただいた案件であります。

それでは、６９６番から順にご説明をいたします。

６９６番は、栗林地内の農地６筆、６，０６２㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

６９７番は、吉野屋地内の農地２筆、２，０３３㎡をあっせんによる売買により取得

したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

６９８番は、吉野屋地内外の農地計３筆、６，１１３㎡をあっせんによる売買により

取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明をいたします。

３６ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定５７件、面積５４万２，４６５．

５９㎡、再設定７件、面積４万６，０７４㎡、合計では６４件、面積５８万８，５３９．

５９㎡であります。

それでは、２ページにお戻りをいただき、６９９番から順にご説明をいたします。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

６９９番から１０ページの７２４番までの２６件は、相対で、それぞれ新規に利用権

設定をするものであります。

６９９番は、帯織地内外の農地計１０筆、３万１，７６２．３０㎡。

７００番は、原地内の農地２筆、３，５６９㎡。

７０１番は、長沢地内の農地５筆、３，１５８㎡。

７０２番は、下大浦地内外の農地計７筆、５，３８８㎡。

７０３番は、濁沢地内の農地１筆、１，１４５㎡。

７０４番は、森町地内の農地２筆、３，７７３㎡。

４ページをお願いいたします。

７０５番は、荒沢地内の農地１筆、１，５９２㎡。

７０６番は、上谷地地内の農地１筆、５３３㎡。

７０７番は、上谷地地内の農地２筆、３，３１７㎡。

７０８番は、東大崎地内の農地３筆、３，５１９㎡。
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７０９番は、東大崎１丁目地内の農地１０筆、２，２４７㎡。

７１０番は、東大崎１丁目地内外の農地計６筆、３，６６４㎡。

６ページをお願いいたします。

７１１番は、柳沢地内の農地３筆、１，２６４㎡。

７１２番は、長嶺地内の農地７筆、１，４９３．１１㎡。

７１３番は、福島新田地内の農地２筆、６，２１２㎡。

７１４番は、鹿峠地内の農地１筆、１，０５０㎡。

７１５番は、笹岡地内の農地２筆、５，６４７㎡。

７１６番は、馬場地内の農地６筆、２，８７２㎡。

８ページをお願いいたします。

７１７番は、井栗地内の農地５筆、５，１９５㎡。

７１８番は、牛ケ島地内の農地４筆、５，０３０㎡。

７１９番は、牛ケ島地内の農地２筆、２，４２５㎡。

７２０番は、牛ケ島地内の農地１筆、１，１６６㎡。

７２１番は、三柳地内の農地３筆、５，５６６㎡。

７２２番は、吉野屋地内の農地１筆、２，１３５㎡。

７２３番は、栄荻島地内外の農地計７筆、１万６，６１１㎡。

１０ページをお願いいたします。

７２４番は、笹岡地内外の農地計３筆、５，２１５㎡。

以上、２６件は、相対で、新規に、それぞれ利用権を設定するものであります。

次の７２５番から３２ページの７５５番までの３１件は、農地中間管理事業に伴い、

公益社団法人新潟県農林公社が、新規に、１０年間、利用権を設定するものであります。

それでは、７２５番から順にご説明をいたします。

７２５番は、下保内地内の農地１筆、２，０２３㎡。

７２６番は、西中地内の農地４筆、１，７７２㎡。

７２７番は、東鱈田地内外の農地計４筆、９，０１０㎡。

７２８番は、金子新田地内の農地１筆、５４４㎡。

７２９番は、金子新田地内の農地１筆、３７７㎡。

７３０番は、金子新田地内の農地６筆、７，３４９㎡。

１２ページをお願いいたします。

７３１番は、小古瀬地内外の農地計４４筆、４万５，５８４．９０㎡。

１４ページをお願いいたします。

７３２番は、福島新田地内の農地３２筆、２万０，２６８．８２㎡。

７３３番は、福島新田地内外の農地計１１筆、１万２，７８９㎡。

１６ページをお願いいたします。

７３４番は、福島新田地内外の農地計３２筆、１万８，７４９．８１㎡。

７３５番は、福島新田地内の農地２５筆、２万２，２１１．６１㎡。

１８ページをお願いいたします。
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７３６番は、福島新田地内の農地１３筆、１万１，９１４．９１㎡。

７３７番は、福島新田地内外の農地計２２筆、３万６，３８３㎡。

２０ページをお願いいたします。

７３８番は、福島新田地内の農地１筆、１，０７８㎡。

７３９番は、福島新田地内外の農地計２１筆、２万２，４９２㎡。

７４０番は、福島新田地内外の農地計８筆、１万４，５４９㎡。

７４１番は、福島新田地内外の農地計２０筆、１万３，５６４㎡。

２２ページをお願いいたします。

７４２番は、福島新田地内外の農地計７５筆、２万７，６０４．７４㎡。

２５ページをお願いいたします。

７４３番は、福島新田地内の農地１２筆、２，４４３㎡。

２６ページをお願いいたします。

７４４番は、福島新田地内の農地２８筆、７，４７４．９１㎡。

７４５番は、福島新田地内の農地７筆、２万０，５０９㎡。

７４６番は、福島新田地内外の農地計２５筆、２万１，３４０．４８㎡。

２８ページをお願いいたします。

７４７番は、福島新田地内外の農地計１２筆、１万５，０５３㎡。

７４８番は、福島新田地内の農地１筆、４，９４７㎡。

７４９番は、福島新田地内の農地７筆、９，２２６㎡。

３０ページをお願いいたします。

７５０番は、福島新田地内の農地１０筆、１万０，２２９㎡。

７５１番は、若宮新田地内外の農地計４筆、１万０，１０７㎡。

７５２番は、一ツ屋敷新田地内の農地６筆、３，５６９㎡。

７５３番は、一ツ屋敷新田地内の農地１筆、３，１２４㎡。

７５４番は、一ツ屋敷新田地内の農地１筆、４，５６３㎡。

３２ページをお願いいたします。

７５５番は、福島新田地内外の農地計３７筆、３万６，０６６㎡。

以上、３１件は、新潟県農林公社が、新規に、１０年間、利用権設定をするものであ

ります。

次の７５６番から３６ページの７６２番までの７件につきましては、再設定でありま

すので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結

果を報告を願います。

第２調査部会長は、佐藤会長代理の隣に着席願います。

４番、渡邊勝夫委員。
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第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

それでは、第２調査部会の調査結果について、ご報告いたします。

第２調査部会では、３月２４日午前９時より厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、佐藤会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１０時

２６分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転３件、新規設定５７件、再設定７件、合計件数６７件、面積６０万２，

７４７．５９㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が、利用

権設定をする案件以外の３６件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に

常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしており、また、新潟県農林公社が利用権設定をする３１件につきましても、い

ずれも農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ること

から、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

なお、委員の質問等の発言については、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てか

ら発言をお願いいたします。

発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をい

たします。

４８ページをご覧願います。今月、意見を求められている案件は、新規設定５件、面

積４１万６，９１６．１８㎡、利用権移転２件、２，９４３㎡、合計では７件、面積４

１万９，８５９．１８㎡であります。
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３７ページにお戻りをいただき、１番から順にご説明をいたします。

なお、「議第２号参考」といたしまして、本年２月１０日現在の「借受希望者リスト」

を送付させていただいておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。

それでは、配分計画（案）をご説明いたします。一番左側の番号欄の括弧内に記載し

ております番号は、先ほどご審議をいただきました、議第１号『農用地利用集積計画の

承認について』に対応する番号でございます。

なお、借り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につき

ましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１番は、下保内地内の農地１筆、２，０２３㎡。

２番は、西中地内外の農地計８筆、１万０，７８２㎡。

３番は、金子新田地内の農地８筆、８，２７０㎡。

４番は、福島新田地内外の農地計４１８筆、合計は４６ページに記載しておりますが、

３５万９，７７５．１８㎡。

５番は、一ツ屋敷新田地内外の農地計３７筆、３万６，０６６㎡。

以上、５件は、それぞれ記載の借り受け人に、新規に、貸付けをしたいとするもので

ございます。

続きまして、利用権移転の案件につきまして、ご説明をいたします。

６番は、平成２８年１月の総会におきまして、異議ないものとして、県公告がなされ

ました利用配分計画のうち、記載の福島新田地内の農地６筆、９７５㎡について、耕作

者の変更がありましたので、その残存期間について利用権移転をするものであります。

４８ページをお願いいたします。

７番は、平成３１年３月総会におきまして、異議ないものとして、県公告がなされま

した利用配分計画のうち、記載の岩淵地内の農地５筆、１，９６８㎡について、耕作者

の変更がありましたので、その残存期間について利用権移転をするものであります。

以上、２件は、それぞれ記載の借り受け人に、利用権移転をしたいとするものであり

ます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告をお願いします。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定５件、利

用権移転２件、合計件数７件、面積４１万９，８５９．１８㎡で、農用地の利用の効率

化及び高度化の促進を図る観点から、全件異議ないものと認めるという意見であります。

以上です。
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議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることと答申いた

します。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

５１ページをご覧願います。今月の申請は９件で、合計面積５万２，２８８㎡であり

ます。

４９ページにお戻りをお願いいたします。

６６番は、福島新田地内の農地４筆、１，０３７㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要

望により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であり

ます。

６７番は、福島新田地内の農地５筆、２，６６２㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要

望により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であり

ます。

６８番は、福島新田地内の農地３筆、２，３８５㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要

望により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であり

ます。

６９番は、福島新田地内の農地１筆、７５㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要望によ

り、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

５０ページをお願いいたします。

７０番は、福島新田地内の農地４筆、１，５６７㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要

望により、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であり

ます。

７１番は、島川原地内の農地１筆、９９８㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要望によ

り、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。
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７２番は、栗林地内の農地５筆、４，１７１㎡を譲り受け人が、譲り渡し人の要望に

より、贈与により取得するものであります。

７３番は、千把野新田地内外の農地計７筆、３万３，５１９㎡を同一世帯内において、

譲り受け人が贈与により取得するものであります。

７４番は、長沢地内外の農地計１２筆、５，８７４㎡を同一世帯内において、譲り受

け人が贈与により取得するものであります。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

６件、贈与によるもの３件、合計件数９件、面積５万２，２８８㎡で、書類審査及び現

地確認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面

積などの許可要件を全て満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。

５３ページをご覧願います。今月の申請は４件で、合計面積２，３７５㎡であります。

５２ページにお戻りをお願いいたします。

２１番は、須戸新田地内の農地１筆、６６㎡を売買により取得し、駐車場２台及び雪

捨場の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇

〇円であります。場所につきましては、旭小学校南東８５０ｍ付近で、住宅等が連たん
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する区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の１２２番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２２番は、三柳地内の農地１筆、２９０㎡を売買により取得し、住宅１棟及び駐車場

３台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇

〇円であります。場所につきましては、井栗小学校東側４５０ｍ付近で、住宅等が連た

んする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の１２３番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２３番は、三柳地内の農地１筆、４１㎡を売買により取得し、駐車場２台の用地とし

て利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。

場所につきましては、井栗小学校東側４５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農

地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第６号の１２４番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

２４番は、計画変更のみの申請で、須頃１丁目地内の農地２筆、１，９７８㎡をマン

ション１棟及び駐車場６１台の用地として利用したいものでございます。場所につきま

しては、燕三条駅南西３００ｍ付近で、都市計画用途地域の商業地域内の農地であるこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数４件、面積２，３７５㎡で、書

類審査及び現地確認結果などの詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、

全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）
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それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

５４ページをご覧願います。今月の申請は１件で、面積４０８㎡であります。

１０番は、上須頃地内の農地１筆、４０８㎡を住宅１棟及びカーポート１棟の用地と

して利用したいものでございます。場所につきましては、須頃小学校北西４５０ｍ付近

で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１件、面積４０８㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基

準及び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。

なお、新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断しました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

しばらくにしてご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきま

しては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、許可することといたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ
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いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

５６ページをご覧願います。今月の申請は９件で、合計面積３，４８０．１５㎡であ

ります。

５５ページにお戻りをお願いいたします。

１２２番、１２３番、１２４番は、先ほどご審議をいただきました、議第４号『事業

計画変更申請について』の２１番、２２番、２３番でご説明をさせていただいた内容と

同じでございますので、説明は省略させていただきます。

１２５番は、嘉坪川１丁目地内の農地２筆、２６３㎡を売買により取得し、建て売り

住宅１棟の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約

〇〇〇円であります。場所につきましては、第二中学校東側３００ｍ付近で、都市計画

用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断さ

れます。

１２６番は、桜木町地内の農地１筆、１１５㎡を売買により取得し、駐車場６台の用

地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であ

ります。場所につきましては、三条ものづくり学校（旧南小学校）北側２００ｍ付近で、

都市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地

と判断されます。

５６ページをお願いいたします。

１２７番は、直江町３丁目地内の農地３筆、１，１９６㎡を売買により取得し、集合

住宅２棟、駐輪場１棟及び駐車場２４台の用地として利用したいものでございます。土

地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、国道８号直

江町３丁目交差点北西４００ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であるこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１２８番は、曲渕３丁目地内の農地１筆、８５３㎡を売買により取得し、宅地分譲地

５区画の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇

〇〇円であります。場所につきましては、新潟県立三条高等学校北東４５０ｍ付近で、

都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

１２９番は、西本成寺地内の農地１筆、４９５㎡を使用貸借権の設定により、住宅１

棟及び車庫１棟の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、本成

寺中学校北側１００ｍ付近で、５００ｍ以内に２つの教育施設があり、かつ申請地東側

市道に水道・ガス管が埋設されていることから、農用地区分は第３種農地と判断されま

す。

１３０番は、荻島地内の農地４筆、１６１．１５㎡を使用貸借権の設定により、北側
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既存宅地７３．８３㎡と一体利用し、住宅１棟の用地として利用したいものでございま

す。場所につきましては、景雲橋北詰交差点東側５５０ｍ付近で、住宅等が連たんする

区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に、調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数９件、面積３，４８０．１５㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受

け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

なお、新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断しました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、全件許可することといたします。

第２調査部会長は、自席へお戻りください。大変ご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

それでは、追加議案の日程についてお諮りしたいと思います。

お諮りします。議第７号として『三条市農業委員会規則の一部改正について』を、そ

して議第８号として『農業委員会事務局職員の配置替について』を、議事日程に追加し

たいと思いますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議なしというご発言がございますので、議第７号及び議第８号を追加議

案といたします。

議長（野﨑会長）

それでは、議第７号『三条市農業委員会規則の一部改正について』を議題といたしま
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す。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第７号『三条市農業委員会規則の一部改正について』ご説明をいたしま

す。

追加議案の１ページをご覧願います。１、改正等の趣旨につきましては、地方公務員

法及び地方自治法の一部改正による特別職の任用の厳格化及び会計年度任用職員制度の

導入に伴い、当市の一般任用職員制度の整理が行われたことから、必要な改正を行うも

のであります。

２ページをご覧願います。改正の内容につきましては、三条市農業委員会規則第８条

第１項中の「臨時職員」を「一般任用職員又は臨時的任用職員」に改めるものでありま

す。

施行期日は、令和２年４月１日であります。

以上であります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをします。議第７号につきましては、原案のとお

り承認することに異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第８号の審議に入る前に、事務局職員全員の退室をお願いいたします。

（事務局職員退室）

議長（野﨑会長）

それでは、議第８号『農業委員会事務局職員の配置替について』を議題といたします。

令和２年４月１日付の「農業委員会事務局職員の配置替について」で、三条市長から

下記のとおり協議があったので、農業委員会等に関する法律２６条第３項の規定により

承認を求めます。

配置替えにより農業委員会事務局職員の職を解く者。局長、清水学、一般任用主事、

左居香。

配置替えにより農業委員会事務局職員として任用する者。局長、阿部勝峰、一般任用

主事、味田佐恵子。

以上です。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第８号につきましては、ただい
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ま提案しましたとおり承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

それでは、暫時休憩に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

（午後３時５４分から午後３時５７分まで休憩）

議長（野﨑会長）

休憩を閉じ、会議を再開したいと思いします。

議長（野﨑会長）

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移りたいと思います。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告を頂いておりますので、省略をい

たします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号から報第６号まで、続けて事務局より報告を願います。

事務局（清水事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中で質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第３調査部会長、２番、阿部眞佐雄委員。

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員）

来月は、第３調査部会の当番でございます。４月２４日午前９時より厚生会館第３集

会室で会議を開催いたします。関係委員は出席をお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は３０日午前９時半から開会を予定しております。どうぞよろしく

お願いいたします。

それでは、長時間にわたってご審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして、定例総会を閉会したいと思います。大変ありがとうございました。

午後４時００分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ６番）

議事録署名委員（１４番）


